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浜松市浜北中央北土地区画整理組合 

理 事 長   大 石 正 志 

第２回総代会開催 

 日頃、土地区画整理事業について、御理解と御協力を賜り厚くお礼申し上げます。  

さて、令和４年６月２０日（月）に第２回総代会をふれあい交流センター浜北にて開催

し、下記の議案について総代の皆様に審議していただいた結果、原案のとおり賛成多数で 

可決されました。 

 

議決事項 

第１号議案 令和３年度事業報告及び歳入歳出決算について 

第２号議案 浜松市浜北中央北土地区画整理組合保留地処分規程について 

第３号議案 浜松市浜北中央北土地区画整理組合補償細則について 

第４号議案 浜松市浜北中央北土地区画整理組合工事請負規程について 

第５号議案 評価員の選任について 

 

【令和３年度歳入歳出決算書】 

<歳入の部>                     △印は減額を示す。（単位：円） 

科 目 予 算 額 収 入 済 額 増 減 額 付 記 

１ 保留地処分※1金 16,000,000 16,000,000 0 イオンタウン㈱・㈱一条工務店 

２ 雑収入 10,000 6 △9,994 預金利息 

歳 入 合 計  16,010,000 16,000,006 △9,994  

<歳出の部>                     △印は減額を示す。（単位：円） 

科 目 予 算 額 支 出 済 額 不 用 額 付 記 

１ 組合事業費 9,050,000 8,689,355 360,645  

1 調査設計費 5,500,000 5,500,000 0 業務代行費用等 

2 事務費 3,550,000 3,189,355 360,645 報酬・事務費等 

２ 予備費 6,960,000 0 6,960,000  

歳 出 合 計  16,010,000 8,689,355 7,320,645  

※歳入合計 16,000,006(円)－歳出合計 8,689,355(円)＝差引残高 7,310,651(円)は、令和４年度へ繰越となります。 

 

< 地権者へのお願い > 

※地権者の都合により、工事施工完了前に建築行為をしなければならない場合は、組合までご相

談下さい。（詳細は、裏面の <７６条申請について> をご確認ください。） 

※令和５年度の工事施工予定箇所における畑調査は現在調査中です。 

※地区外の公共工事にて発生した残土の有効利用を考えています。地区内には残土の仮置き

場を設定し、適切に処理いたしますのでご承知おきください。 

※８月上旬に地区界立会を実施いたしました。地区界に隣接する地権者の方々にはご協力い

ただきありがとうございます。 

※登記簿の内容や住所に変更がありましたら、<問合せ先>までお知らせ下さい。 

 

 



< ７６条申請について > 

Q.７６条申請とはどのようなものですか？ 

A.区画整理事業を開始した日（＝組合設立日 2021年 11月 17日）から換地処分※2の公告が

ある日までの間は、道路や公園などの公共施設の整備や区画変更の工事を行っており、その

妨げとなる建築等が制限されるという土地区画整理法第 76条の規定です。区画整理事業開

始後の建築行為は、浜松市長の許可が必要となります。組合施行の区画整理事業は、組合が提

出窓口となり、組合の意見書を添えて浜松市に提出します。 

※76条申請の取扱いについては、『一般財団法人 浜松まちづくり公社』の HPをご覧ください。 

Q.建築行為、許可が必要なのは、どのような行為ですか？  

A.以下の①～③に該当するものです。 

① 土地の区画形質の変更（切土、盛土、舗装等） 

② 建築物・工作物の新築、増築改築など（建築基準法にいう「工作物」だけではなく、地

上または地中に設置もしくは布設する全てのもの（車庫、土留、フェンス、給排水管、

集水桝、浄化槽等） 

③ 移動の容易でない物（５ｔ以上）の設置若しくはたい積 

Q.７６条申請をする場合はどうしたら良いですか？ 

A.まずは <問合せ先>までご相談ください。 

 

< 令和５年度工事施工範囲内の農地について > 

令和 5年度工事施工範囲内の農地について、令和 5年夏ごろ以降（仮換地指定※3後）は組

合で管理することとなりますので、ご承知おきください。 

前回の組合だよりでもご案内したとおり、農作物等の栽培は令和 5年夏ごろに終了してい

ただきますよう、改めてお願いいたします。なお、夏ごろ以降に収穫等希望がある場合は個

別対応いたしますので、<問合せ先>までご連絡をお願いいたします。 

 

～ 用語説明 ～ 

(※1)保留地処分 土地区画整理事業において費用を捻出する等の目的のために、施行区

域内の一部の宅地を事業施行者が取得し、販売することができる土地

（＝保留地）を売却処分すること。 

(※2)換地処分 土地所有者に換地を割り当てること。土地区画整理事業を終了させる

ための法的手続。 

※換地…土地所有者に新しく割り当てられる土地 

(※3)仮換地指定 道路等の公共施設の工事を行い、土地の区画を変更するため、従前の

宅地（現在の土地）に代えて、将来新たに使用することのできる土地

を指定すること。 

 

< 問合せ先 > 
組合事務所を開設しました。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 
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